
 

 

 

地域活性化総合特別区域指定申請書 

 

平成24年９月28日  

 

内閣総理大臣 殿 

 

神奈川県知事 黒岩 祐治         

 

 

総合特別区域法第31条第１項の規定に基づき、地域活性化総合特別区域について指定を申請します。 

 

◇指定を申請する地域活性化総合特別区域の名称 

さがみロボット産業特区 
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○ 「インベスト神奈川」等による企業誘致の促進 

予算化を含め、さらなる企業誘致策の充実を検討していく。 

ｂ）地方公共団体の権限の範囲内での規制の緩和や地域の独自ルールの設定 

○ 「県版特区」創設の検討 

県が独自に「県版特区」を創設し、その地域内における企業立地に関連する諸手続きの 

簡素化や規制緩和、助成や融資など、総合特区対象地域における新たな企業誘致の支援策 

などを検討し、総合特区の取組みとの相乗効果を図る。 

ｃ）地方公共団体等における体制の強化 

○ ロボット研究開発推進組織の新設 

○ 県におけるロボット産業振興関連組織の強化 

ｄ）その他の地域の責任ある関与として講ずる措置 

「神奈川Ｒ＆Ｄ推進協議会」や「県・市町村産業集積戦略会議（仮称）」により、課題の 

検証、解決策の検討を実施する。 

イ）目標に対する評価の実施体制 

ａ）目標の評価の計画 

各数値目標ごとに、毎年度評価を実施する。 

ｂ）評価における地域協議会の意見の反映方法 

県が数値目標に対する評価を実施し、「さがみロボット産業特区協議会」において、事業の 

進捗状況の把握、課題の再検証、解決策の更なる検討を通じて各事業実施に反映させる。 

ｃ）評価における地域住民の意見の反映方法 

 県ホームページ等を通じて常時意見を受け付け、いただいた意見を評価に反映させる。 

 

ⅲ）事業全体の概ねのスケジュール 

ア）事業全体のスケジュール 

平成24年度  実証実験実施に向けた事前調整、企業誘致及び産業適地創出の促進 

平成25年度～ 実証実験の公募・実施、企業誘致及び産業適地創出の促進 

イ）地域協議会の活動状況と参画メンバー構成 

平成24年８月に地域協議会準備会、９月に地域協議会を開催した。 

メンバーは、関連する自治体、企業、大学等の39団体であり、オブザーバーとして独立行政 

法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が参加している。 

 

３．新たな規制の特例措置等の提案について 

・ 薬事法未承認医療機器の臨床研究への提供に係る規制の緩和 

・ 電波法の利用できる周波数帯や利用場所の規制の緩和 

・ 道路交通法などでの公道実験の制限の緩和 

・ 中小企業等のロボット関連研究開発に対する助成制度の優先適用 

・ 農地転用に係る権限移譲及び国の関与の廃止 など 



《解決策》 

実証環境の充実 

(1) 研究開発・実証実験等の促進 

 

 

 

 

（実施する事業） 

 生活支援ロボットの実証実験等の実施 

 ＜評価指標＞  

  実証実験等の実施件数 

 

 

 

生活支援生活支援生活支援生活支援ロボットロボットロボットロボットのののの実用化実用化実用化実用化をををを通通通通じたじたじたじた地域地域地域地域のののの安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心のののの実現実現実現実現 

＜評価指標＞ 県民の満足度（安全・安心、健康・福祉） 

(2) 実証実験の充実に向けた関連産業の 

 集積促進 

 

 

 

 

（実施する事業） 

 実証環境整備のための関連企業の誘致 

 ＜評価指標＞  

  ロボット関連事業所の集積割合 

生活支援生活支援生活支援生活支援ロボットロボットロボットロボットのののの    

実用化実用化実用化実用化のののの促進促進促進促進    

 

〔ポイント〕 

 ・ 「ものづくり」と「医療・福祉」等の分野を 

  越えた連携 

 ・ 実証実験の「ショーウィンドウ化」による普 

  及の促進 

 

県民県民県民県民のののの「「「「いのちいのちいのちいのち」」」」をををを守守守守るるるる    

    

 

《政策課題》 

政策課題② 

 切迫する自然災害への対応 

 

「減災目標」の達成が課題 

政策課題① 

 少子高齢化の進行により増加するニーズ 

への対応 

 

「高齢者を標準とするしくみづくり」が課題 

介護 医療 

高齢者に優しいまち 

大地震 豪雨 

火山の噴火 

＜生活支援ロボットの有効性＞ 

対象区域…「さがみ縦貫道路沿線地域等」 

（９市２町…相模原市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、厚木市、 

     伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町及び愛川町） 

《定性的目標》 

神奈川県内で想定される主な地震の被害想定（全壊建物数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0%

25%

50%

75%

100%

（参考） 

住宅数 

南関東 
地震 

東海 

地震 

神縄・国府津－ 

松田断層帯地震 

（H22.3神奈川県「被害想定調査」より作成） 

横浜・川崎 

９市２町 

その他 

12,750棟 125,490棟 461,220棟 

全県での 

被害棟数 

(想定) 

01020304050

 0～  4歳

 5～  9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85歳～　 

（万人）

0 10 20 30 40 50

男 女

01020304050

 0～  4歳

 5～  9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85歳～　 

（万人）

0 10 20 30 40 50

男 女

神奈川の人口ピラミッド 

地域のポテンシャル 

（生活支援ロボットの実証実験を支える主な施設） 

 

東海道新幹線 

東名高速 

企業・団体等 

大学・研究機関 

病院 

アズビル（株）↑ 

藤沢テクノセンター 

←慶應藤沢イノベー 

ションビレッジ 

北里大学・ 

北里大学病院→ 

神奈川工科大学→ 

←ＪＡＸＡ 

さがみ縦貫道路 

←県産業技術Ｃ 

リニア中央新幹線 

1970（昭和45）年 

総人口 574万人 

2050（平成62）年 

総人口  806万人 

さがみロボット産業特区 

～ ロボットで支える県民のいのち ～ 
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 神奈川県総合リハビリ 

 テーションセンター → 
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数値目標（２）：毎年度末に、県産業技術センターを中心として実績を把握・分析し、評価

を実施する予定 

数値目標（３）：毎年度末に、工業統計調査結果等により評価を実施する予定 

（平成 26 年度と 31 年度は経済センサスによる評価を実施する予定） 

 

ｂ）評価における地域協議会の意見の反映方法 

県が数値目標に対する評価を実施し、「さがみロボット産業特区協議会」において、事業の

進捗状況の把握、課題の再検証、解決策の更なる検討を通じて各事業実施に反映させる。 

 

ｃ）評価における地域住民の意見の反映方法 

 各事業の進捗状況に合わせて、随時、地域住民、関係団体、市町村等から意見を聴取するほ

か、県ホームページ等を通じて常時意見を受け付け、いただいた意見を評価に反映させる。 

 

ⅲ）事業全体の概ねのスケジュール 

ア）事業全体のスケジュール 

 

 

イ）地域協議会の活動状況 

平成 24 年５月～８月 総合特区構想について関係市町、経済団体等と意見交換 

平成 24 年８月 さがみロボット産業特区協議会準備会を開催 

平成 24 年９月 さがみロボット産業特区協議会を開催 

区　　分

生活支援ロボット関連

研究開発・実証実験の促進

生活支援ロボット関連産業の

集積促進による実証環境の充実

平成24年度

実証実験実施に向けた事前調整

（事業者、実証実験内容など）

企業誘致及び

産業適地創出の促進

平成25年度 実証実験の公募・実施

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

新たな産業

適地の分譲

開始(目標)
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○ 構成団体及び委員（平成 24 年９月 28 日現在） 

団体名 委員 職・氏名 

アズビル㈱ 執行役員常務 杉野 芳英 

グローウィング㈱ 代表取締役 山口 慎一 

サーボランド㈱ 代表取締役 細萱 宏昭 

ソニー㈱ 業務執行役員ＳＶＰ 熊谷 修 

ダブル技研㈱ 代表取締役 和田 博 

日産自動車㈱ 渉外部部長 安田 克明 

マイクロテック・ラボラトリー㈱ 代表取締役 小山 隆史 

㈱横浜銀行 取締役常務執行役員 米田 誠一 

学校法人幾徳学園（神奈川工科大学） 副学長 山本 圭治郎 

学校法人北里研究所 

（北里大学研究支援センター） 

理事長 藤井 清孝 

学校法人慶應義塾（慶應義塾大学） 環境情報学部長 村井 純 

民

間

企

業

等

 

社会福祉法人神奈川県総合 

リハビリテーション事業団 

理事長 山本 正人 

伊勢原市商工会 会長 東井 克夫 

寒川町商工会 会長 島村 繁 

座間市商工会 会長 大塚 和光 

綾瀬市商工会 会長 斉藤 敬訓 

愛甲商工会 会長 中村 美好 

城山商工会 会長 小坂 義和 

津久井商工会 会長 関戸 昌邦 

相模湖商工会 会長 山本 俊雄 

藤野商工会  会長 佐々木 道他 

相模原商工会議所 会頭 河本 洋次 

藤沢商工会議所 会頭 田中 正明 

平塚商工会議所 会頭 福澤 正人 

厚木商工会議所 会頭 石川 範義 

茅ヶ崎商工会議所 会頭 田中 賢三 

商

工

会

・

商

工

会

議

所

 
海老名商工会議所 会頭 井上 髙保 

相模原市 市長 加山 俊夫 

平塚市 市長 落合 克宏 

藤沢市 市長 鈴木 恒夫 

茅ヶ崎市 市長 服部 信明 

厚木市 市長 小林 常良 

伊勢原市 市長 長塚 幾子 

海老名市 市長 内野 優 

座間市 市長 遠藤 三紀夫 

綾瀬市 市長 笠間 城治郎 

寒川町 町長 木村 俊雄 

市

町

村

 

愛川町 町長 山田 登美夫 

県 神奈川県(会長) 知事 黒岩 祐治 

（オブザーバー）   

 

独立行政法人宇宙航空研究開発機構 産業連携センター長 渡戸 満 

 ※ 事務局は神奈川県。 



別添別添別添別添４４４４    指定申請書指定申請書指定申請書指定申請書のののの区域区域区域区域にににに含含含含まれるまれるまれるまれる行政区画行政区画行政区画行政区画をををを表示表示表示表示したしたしたした図面図面図面図面 

 

 

神奈川県 

相模原市（緑区、中央区及び南区）、平塚市、 

藤沢市、茅ヶ崎市、厚木市、伊勢原市、海老名市、

座間市、綾瀬市、寒川町及び愛川町の区域 

さがみロボット産業特区 



地域活性化総合特別区域の指定申請に伴う新たな規制の特例措置等の提案書 

 

平成24年９月28日  

 

内閣総理大臣 殿 

 

 

神奈川県知事 黒岩 祐治         

 

 

総合特別区域法第３３条第１項の規定に基づき、地域活性化総合特別区域の指定申請に伴い、新た

な規制の特例措置その他の特別の措置として、別紙提案書の通り提案します。 

 



別添別添別添別添６６６６　　　　規制規制規制規制のののの特例措置等特例措置等特例措置等特例措置等のののの提案書提案書提案書提案書

政策課題 解決策

規制

制度

税制 財政 金融

警

察

庁

金

融

庁

消

費

者

庁

総

務

省

法

務

省

外

務

省

財

務

省

文

部

科

学

省

厚

生

労

働

省

農

林

水

産

省

経

済

産

業

省

国

土

交

通

省

環

境

省

防

衛

省

公

正

取

引

委

員

会

内

閣

府

・

内

閣

官

房

薬事法未承認医療機

器の臨床研究への提

供に係る規制の緩和

臨床研究に薬事法未承認医

療機器を提供する場合、医

師等が主体的に臨床研究を

実施する場合しか認められ

ていないため、企業によるロ

ボット関連技術を用いた医療

機器の開発が進まない。

治験に至らないロボット関連

技術を用いた医療機器の開

発段階で、企業側からの提

案に基づいて、未承認医療

機器を用いた臨床研究を、

行政への届出（併せて、地域

協議会での選考）などの制

度の下で行うことを可能とす

る。

企業側からの提案に基づい

た未承認医療機器を用いた

臨床研究を可能とし、医療分

野のロボット開発を促進す

る。

なお、不適切な臨床研究と

ならないよう、行政への届出

や報告などを義務付け、地

域協議会で選考することとす

る。

政策課題①少子高齢化の進行に

より増加するニーズへの対応の

一つの有効な解決策として、生活

支援ロボットの実用化、普及を掲

げた。

企業等が臨床研究の主体となる

ことにより、製品化を意識した研

究が可能となり、ロボットの実用

化・普及が大きく前進する。

薬事法

H22.3.31薬食発0331第7号

（厚生労働省医薬食品局長

通知）

○ ○ ○

医療機器製造販売承

認までの期間の短縮

医療機器製造販売の承認申

請に使用できるデータは、薬

事法の治験によるものしか

認められないため、治験前

に実施した臨床研究のデー

タを活用できない。そのた

め、改めて治験を実施し、

データを収集する必要があ

り、承認申請までの期間が

長期化している。

ロボット関連技術を用いた未

承認医療機器の治験前の臨

床研究データを承認申請に

活用できるようにすることで、

臨床研究データ取得にかか

る期間を短縮する。

なお、対象は地域協議会が

認めるものに限り、医療機器

承認申請に活用する治験前

の臨床研究データは、「医療

機器の臨床試験の実施の基

準に関する省令」に準拠して

収集されたデータとする。

臨床研究データ取得にかか

る期間を短縮することによ

り、医療分野のロボット開発

を促進する。

なお、承認申請に活用する

データは、省令に準拠して収

集されたデータとすることで、

信頼性を確保する。

政策課題①少子高齢化の進行に

より増加するニーズへの対応の

一つの有効な解決策として、生活

支援ロボットの実用化、普及を掲

げた。

臨床研究データ取得にかかる期

間を短縮することにより、医療分

野でのロボット開発を促進し、ロ

ボットの実用化を推進する。

薬事法 ○ ○

医療機器の製造販売

承認に係る優先審査

の実施

医療機器を製造販売するに

は、（独）医薬品医療機器総

合機構の審査を受け、厚生

労働大臣の承認を得なけれ

ばならないが、審査には長

期間を要している。

ロボット関連技術を用いた医

療機器に、（独）医薬品医療

機器総合機構の優先審査を

実施する。

なお、対象は地域協議会が

認めたものに限定する。

（独）医薬品医療機器総合機

構の優先審査を実施するこ

とで、医療分野のロボット開

発を促進する。

なお、既存の制度に大きな

影響を及ぼすことがないよ

う、地域協議会で認めたもの

に限ることとする。

政策課題①少子高齢化の進行に

より増加するニーズへの対応の

一つの有効な解決策として、生活

支援ロボットの実用化、普及を掲

げた。

医療機器の製造販売承認までの

期間を短縮することにより、医療

ロボットの実用化・普及を推進す

る。

薬事法 ○ ○

電波法の利用できる

周波数帯や利用場所

の規制の緩和

電波法に基づく無線設備規

則第49条の27により超広帯

域（ＵＷＢ）無線システムで

利用できる周波数帯や場所

が制限されているため、ロ

ボットの実証実験を効果的

に行うことができない。

利用できる周波数帯の拡大

（4.8GHz～7.25GHz）及び場

所の拡大（屋外も可に）。

なお、実験場所を他の無線

システムを使用している地域

から十分離れた地域に限定

すること等により電波干渉を

軽減することとする。

また、対象は地域協議会が

認めたものに限定する。

当該規則の緩和により、が

れき埋没被災者探索用レー

ダーの実証実験を行い、災

害救援用ロボットの開発を促

進する。

他の無線システムが使用さ

れている地域から十分離れ

ている地域に限定すること等

の電波干渉を軽減する措置

を講じることにより、他へ影

響を与えないようにする。

政策課題②切迫する自然災害へ

の対応の一つの有効な解決策と

して、生活支援ロボットの実用

化、普及を掲げた。

利用できる周波数帯・場所を拡大

することにより、遠隔操作できるロ

ボットの実証実験を促進し、ロ

ボットの実用化を推進する。

無線設備規則 ○ ○ ○

電波出力の上限引上

げ

免許を要しない無線局（特定

小電力無線局）は空中線電

力の上限が定められており、

屋内など遮蔽物がある場

合、操作対象のロボットまで

電波が届かないことから、ロ

ボットの実証実験を効果的

に行うことができない。

空中線電力の上限を引き上

げる。

なお、住宅外における空中

線電力が従来の規制を上ま

わることのないような措置を

とることを前提とする。

また、対象は地域協議会が

認めたものに限定する。

当該規制の緩和により、集

合住宅等における高齢者の

見守りロボット等の実証実験

を行い、開発を促進する。

住宅外における空中線電力

が規制を上まわることのない

よう、遮蔽等の措置を講じる

ことで周囲の無線システム

への影響はない。

政策課題①少子高齢化の進行に

より増加するニーズへの対応、及

び②切迫する自然災害への対応

の一つの有効な解決策として、生

活支援ロボットの実用化、普及を

掲げた。

電波出力の上限を引き上げること

により、遠隔操作できるロボットの

実証実験を促進し、ロボットの実

用化を推進する。

電波法 ○ ○

根拠法令等

別添11

事業番号

（※２）

区分　（※１）

優先

提案

（※３）

現行の規制・制度の所管・関係官庁(該当に○を記載）

提案団体名：神奈川県

政策課題・解決策との関係

提案理由改善提案の具体的内容

現行の規制・制度の概要と

問題点

提案事項名

提案事項管理

番号

※ 事務局入

力欄



別表 

アズビル(株) 

グローウィング(株) 

サーボランド(株) 

ソニー(株) 

ダブル技研(株) 

日産自動車(株) 

マイクロテック・ラボラトリー(株) 

(株)横浜銀行 

学校法人幾徳学園（神奈川工科大学） 

学校法人北里研究所（北里大学研究支援センター） 

学校法人慶應義塾（慶應義塾大学） 

社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団 

伊勢原市商工会 

寒川町商工会 

座間市商工会 

綾瀬市商工会 

愛甲商工会 

城山商工会 

津久井商工会 

相模湖商工会 

藤野商工会 

相模原商工会議所 

藤沢商工会議所 

平塚商工会議所 

厚木商工会議所 

茅ヶ崎商工会議所 

海老名商工会議所 

相模原市 

平塚市 

藤沢市 

茅ヶ崎市 

厚木市 

伊勢原市 

海老名市 

座間市 

綾瀬市 

寒川町 

愛川町 

神奈川県 

 



別添別添別添別添１０１０１０１０    指定申請書指定申請書指定申請書指定申請書にににに記載記載記載記載したしたしたした事業事業事業事業でででで、、、、併併併併せてせてせてせて提案提案提案提案したしたしたした規制規制規制規制のののの特例措置等特例措置等特例措置等特例措置等

のののの適用適用適用適用をををを見込見込見込見込むむむむ事業事業事業事業のののの一覧一覧一覧一覧（（（（参考資料参考資料参考資料参考資料）））） 

事業名 適用を見込む規制の特例措置等 新たな提案 

生活支援ロボ

ットの実証実

験等の実施 

・ 薬事法未承認医療機器の臨床研究への提供に係る規制の緩和 

（規制・制度の特例措置） 

・ 医療機器製造販売承認までの期間の短縮（規制・制度の特例措置） 

・ 医療機器の製造販売承認に係る優先審査の実施 

（規制・制度の特例措置） 

・ 電波法の利用できる周波数帯や利用場所の規制の緩和 

（規制・制度の特例措置） 

・ 電波出力の上限引上げ（規制・制度の特例措置） 

・ 電波法に係る手続きの簡略化（規制・制度の特例措置） 

・ 道路交通法などでの公道実験の制限の緩和 

（規制・制度の特例措置） 

・ 研究開発型中小企業を対象とした特許料等の減免制度の拡充 

（財政上の支援措置） 

・ 中小企業等のロボット関連研究開発に対する助成制度の優先適用 

（財政上の支援措置） 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

 

○ 

実証環境整備

のための関連

企業の誘致 

・ 農地転用に係る権限移譲（規制・制度の特例措置） 

・ 農地転用に係る国の関与の廃止（規制・制度の特例措置） 

・ 区域区分等に関する都市計画と農林漁業との調整措置に係る基準

の明確化（規制・制度の特例措置） 

・ 市街化調整区域に工場等が立地する場合の開発許可基準の緩和 

（規制・制度の特例措置） 

・ 市町村が地区計画を定める場合における都道府県協議の廃止 

（規制・制度の特例措置） 

・ 土地区画整理事業に対する助成の拡充（財政上の支援措置） 

・ 設備投資減税の拡充（税制上の支援措置） 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

○ 



地域活性化総合特別区域の指定申請書に記載した事業ごとの支援措置の要望（参考資料） 

 

平成24年９月28日  

 

内閣総理大臣 殿 

 

神奈川県知事 黒岩 祐治         

 

 

地域活性化総合特別区域の指定申請書に記載した事業ごとの支援措置の要望を別紙の通り提出しま

す。 



別添別添別添別添１１１１１１１１　　　　指定申請書指定申請書指定申請書指定申請書にににに記載記載記載記載したしたしたした事業事業事業事業ごとのごとのごとのごとの支援措置支援措置支援措置支援措置のののの要望要望要望要望

●基本事項

地方公共団体名 神奈川県

国際・地域の別 地域 対象地域 計画期間

●国の財政支援を希望する事業

うち、国費

（単位：千円）

事業費

（単位：千円）

国費

（単位：千円）

事業費

（単位：千円）

国費

（単位：千円）

事業費

（単位：千円）

国費

（単位：千円）

事業費

（単位：千円）

国費

（単位：千円）

事業費

（単位：千円）

国費

（単位：千円）

1

生活支援ロボットの実証

実験等の実施

（介護・医療ロボット）

研究開発や実証実験

を実施する際のコスト

を低減することにより、

ロボットの実証実験を

促進し、介護・医療ロ

ボットの実用化を推進

する。

[ロボットの製作・実証実験

等]

・企業等の事業者

経済産業省

課題解決型医療機器等

開発事業

拡充

（内容）

特区内の機関が参加し

て地域協議会が認める

介護・医療ロボット関連

の研究開発事業に対す

る優先枠創設

（理由）

　国では、ロボットが応

用できる課題につい

て、研究開発促進のた

めに様々な委託や補助

事業を実施している

が、総合特区でロボット

関連の研究開発が確

実に実施されるには、

優先枠の設定が必要と

なるため。

有 960,000 960,000 80,000 80,000 160,000 160,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

2

生活支援ロボットの実証

実験等の実施

（ロボット開発全般）

様々なロボットの要素

技術に係る研究開発

や実証実験を実施する

際のコストを低減する

ことにより、ロボットの

実証実験を促進し、生

活支援ロボットの実用

化を推進する。

[ロボットの製作・実証実験

等]

・企業等の事業者

中小企業庁

戦略的基盤技術高度化

支援事業

拡充

（内容）

特区内の機関が参加し

て地域協議会が認める

ロボット関連の要素技

術に係る研究開発事業

に対する優先枠創設

（理由）

　国では、ロボットが応

用できる課題につい

て、研究開発促進のた

めに様々な委託や補助

事業を実施している

が、総合特区でロボット

関連の研究開発が確

実に実施されるには、

優先枠の設定が必要と

なるため。

有 675,000 675,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000

3

生活支援ロボットの実証

実験等の実施

（防災ロボット）

研究開発や実証実験

を実施する際のコスト

を低減することにより、

ロボットの実証実験を

促進し、防災ロボットの

実用化を推進する。

[ロボットの製作・実証実験

等]

・企業等の事業者

消防庁

消防防災科学技術研究

推進制度

拡充

（内容）

特区内の機関が参加し

て地域協議会が認める

防災ロボット関連の研

究開発事業に対する優

先枠創設

（理由）

　国では、ロボットが応

用できる課題につい

て、研究開発促進のた

めに様々な委託や補助

事業を実施している

が、総合特区でロボット

関連の研究開発が確

実に実施されるには、

優先枠の設定が必要と

なるため。

有 105,000 105,000 10,000 10,000 20,000 20,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

4

生活支援ロボットの実証

実験等の実施

（高齢者への生活支援ロ

ボット）

研究開発や実証実験

を実施する際のコスト

を低減することにより、

ロボットの実証実験を

促進し、高齢者への生

活支援ロボットの実用

化を推進する。

[ロボットの製作・実証実験

等]

・企業等の事業者

厚生労働省

障害者自立支援機器等

開発促進事業

拡充

（内容）

特区内の機関が参加し

て地域協議会が認める

高齢者への生活支援ロ

ボット関連の研究開発

事業に対する優先枠創

設

（理由）

　国では、ロボットが応

用できる課題につい

て、研究開発促進のた

めに様々な委託や補助

事業を実施している

が、総合特区でロボット

関連の研究開発が確

実に実施されるには、

優先枠の設定が必要と

なるため。

有 240,000 120,000 20,000 10,000 40,000 20,000 60,000 30,000 60,000 30,000 60,000 30,000

地方公共団体に関する情報

総合特別区域の名称 さがみロボット産業特区

事業

番号

実 施 主 体事業名 事業内容

平成25年度　～　平成29年度　（５年間）

新規

拡充

既存

新規・拡充内容

総事業費

（単位：千円）

神奈川県相模原市（緑区、中央区及び南区）、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町及び愛川町の区域

規制改革

実現必要

性の有無

Ｈ２９Ｈ２７

所管省庁名 国の制度名

Ｈ２６

備　考

Ｈ２５ Ｈ２８



5

生活支援ロボットの実証

実験等の実施

（高齢者への生活支援ロ

ボット）

研究開発や実証実験

を実施する際のコスト

を低減することにより、

ロボットの実証実験を

促進し、高齢者への生

活支援ロボットの実用

化を推進する。

[ロボットの製作・実証実験

等]

・企業等の事業者

ＮＥＤＯ

福祉用具実用化開発推

進事業

拡充

（内容）

特区内の機関が参加し

て地域協議会が認める

高齢者への生活支援ロ

ボット関連の研究開発

事業に対する優先枠創

設

（理由）

　国では、ロボットが応

用できる課題につい

て、研究開発促進のた

めに様々な委託や補助

事業を実施している

が、総合特区でロボット

関連の研究開発が確

実に実施されるには、

優先枠の設定が必要と

なるため。

有 108,000 72,000 9,000 6,000 18,000 12,000 27,000 18,000 27,000 18,000 27,000 18,000

6

実証環境整備のための関

連企業の誘致

工業系の土地区画整

理事業を支援すること

により企業立地を促進

し、研究開発・実証実

験の担い手を増やすこ

とで実証環境の充実を

図り、生活支援ロボット

の実用化を推進する。

[区画整理]

・土地区画整理組合等

国土交通省

都市再生区画整理事業

（社会資本整備総合交付

金交付要綱）

拡充

（内容）

　地区要件の拡大（人

口集中地区に係る区域

以外への適用)､交付対

象事業費の範囲拡充

（理由）

　工業系の土地区画整

理事業については、現

行、既存市街地に対す

る土地区画整理事業の

ような支援措置が講じ

られておらず、土地区

画整理事業の促進が

制度的に図られていな

いため。

有 2,800,000 1,400,000 0 0 600,000 300,000 400,000 200,000 800,000 400,000 1,000,000 500,000

＜記載要領＞

１．「国の財政支援を希望する事業」については、総合特区計画の推進のため、優先順位の高いものから順次記載してください。

２．「事業名」欄には、総合特区指定申請書に記載されたものと同じ名称を用いてください。また、同じ事業名で複数の財政支援措置を求める場合、事業名に続けて括弧書きで追記するなど区別ができる名称として下さい。

３．「事業内容」欄には、目的・対象者・規模等が分かるよう、かつ簡潔に記載してください。

４．「国の制度名」欄には、既存制度名や要綱名を記載してください。なお、作成団体で分からない場合、都道府県や地方支分部局等に可能な範囲内で問合せの上、記載してください。（どうしても分からない場合、「不明」で可）

　　新規制度の創設を希望する場合は空欄のままにしておいてください。

　　※内閣府所管の「総合特区推進調整費」は各府省の予算制度を補完するものであるため、「国の制度名」には各府省の予算制度名を記載してください。（総合特区推進調整費を記載することはできません。）

５．「新規拡充既存」欄には、新規制度の創設を希望する場合は「新規」を、既存制度の拡充を希望する場合は「拡充」を、既存制度による支援を要望する場合は「既存」を選択してください。

 ６．「規制改革実現必要性の有無」欄には、規制の緩和が実現されないと、実施することができない事業の場合は「有」、規制の緩和が実現されなくても、実施することができる事業の場合は「無」と記載して下さい。

７．「新規・拡充内容」欄には、「新規」の場合は国が財政支援すべき理由を、「拡充」の場合は拡充の内容と理由を記載してください。（「既存」の場合は、空欄で可）

８．事業数が10を超える場合は、適宜、行挿入して追加してください。

９．「事業費」欄：補助金（交付金）の場合は補助（交付）対象経費を、地方負担がない事業の場合には国費相当額を記載してください。

１０．「年度別事業費・国費」欄について、財政支援措置を希望する年度が５ヶ年を超える場合、適宜記入欄を追加してください。




